
亀 山 市 告 示 第 ３ ８ 号  

 亀 山 市 契 約 等 か ら の 暴 力 団 等 排 除 措 置 要 綱 を 次 の よ う に 定 め る 。  

  平 成 ２ ０ 年 ３ 月 ３ １ 日  

亀 山 市 長  田  中   亮  太  

 

   亀 山 市 契 約 等 か ら の 暴 力 団 等 排 除 措 置 要 綱  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 告 示 は 、 市 が 行 う 契 約 等 か ら 暴 力 団 、 暴 力 団 関 係 者 等

及 び 暴 力 団 関 係 法 人 等 を 排 除 す る こ と に よ り 、 契 約 等 の 適 正 な 履

行 を 確 保 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 告 示 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該

各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ １ ） 契 約 等  次 の い ず れ か に 該 当 す る も の を い う 。  

ア  建 設 業 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 １ ０ ０ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規

定 す る 建 設 工 事 に 係 る 契 約  

イ  測 量 、 設 計 監 理 、 地 質 調 査 、 コ ン サ ル タ ン ト 等 に 関 す る 委

託 業 務 に 係 る 契 約  

ウ  設 備 の 保 守 、 清 掃 又 は 警 備 、 電 算 シ ス テ ム の 開 発 そ の 他 の

役 務 の 提 供 に 係 る 契 約  

エ  財 産 の 買 入 れ 、 物 件 の 借 入 れ 、 財 産 の 売 払 い 、 物 件 の 貸 付

け 等 に 係 る 契 約  

オ  そ の 他 特 別 の 事 情 が あ る も の と し て 市 長 が 別 に 定 め る も の

以 外 の も の  

（ ２ ） 入 札 参 加 資 格 者 等  次 の い ず れ か に 該 当 す る も の を い う 。  

ア  亀 山 市 契 約 規 則 （ 平 成 １ ８ 年 亀 山 市 規 則 第 ５ 号 ） 第 ２ 条 第

３ 項 に 規 定 す る 入 札 参 加 資 格 者 名 簿 に 登 録 さ れ た 者  



イ  亀 山 市 契 約 規 則 第 １ ５ 条 第 ２ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 見 積

書 を 徴 取 す る 者 並 び に 一 般 競 争 入 札 及 び せ り 売 り に 参 加 す る

者  

ウ  ア 及 び イ に 掲 げ る 者 以 外 の も の で あ っ て 、 契 約 等 の 相 手 方

と な る も の  

（ ３ ） 法 人 等  法 人 そ の 他 の 団 体 及 び 個 人 を い う 。  

（ ４ ） 役 員 等  法 人 に あ っ て は 役 員 、 支 配 人 、 支 店 長 、 営 業 所 長 そ

の 他 こ れ ら に 類 す る 地 位 に あ る 者 及 び 経 営 を 実 質 的 に 支 配 し て

い る 者 を 、 そ の 他 の 団 体 に あ っ て は 代 表 者 及 び 経 営 を 実 質 的 に

支 配 し て い る 者 を 、 個 人 に あ っ て は 事 業 主 及 び 支 配 人 を い う 。  

（ ５ ） 暴 力 団  暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律

（ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 第 ２

号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。  

（ ６ ） 暴 力 団 関 係 者 等  法 第 ２ 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 、 暴 力

団 に 協 力 し 、 若 し く は 関 与 す る 等 こ れ と 関 わ り を 持 つ 者 又 は 集

団 的 若 し く は 常 習 的 に 暴 力 的 不 法 行 為 等 を 行 う お そ れ が あ る 組

織 の 関 係 者 で あ る と し て 、 捜 査 機 関 等 か ら 通 報 が あ っ た 者 又 は

捜 査 機 関 等 が 確 認 し た 者 を い う 。  

（ ７ ） 暴 力 団 関 係 法 人 等  暴 力 団 又 は 暴 力 団 関 係 者 等 が 経 営 し 、 又

は 経 営 を 実 質 的 に 支 配 し て い る と 認 め ら れ る 法 人 等 を い う 。  

（ ８ ） 不 当 介 入  契 約 等 に 関 し 行 わ れ る 暴 力 的 要 求 行 為 （ 法 第 ２ 条

第 ７ 号 に 規 定 す る 暴 力 的 要 求 行 為 を い う 。 ） そ の 他 の 不 当 な 要

求 及 び 妨 害 を い う 。  

（ 捜 査 機 関 等 か ら の 通 報 に 伴 う 対 応 ）  

第 ３ 条  市 長 は 、 入 札 参 加 資 格 者 等 又 は そ の 役 員 等 が 別 表 に 掲 げ る

い ず れ か の 場 合 に 該 当 す る も の と し て 捜 査 機 関 等 か ら 通 報 が あ っ

た 場 合 は 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、 そ の 事 実 を 確 認 し た と き は 、 前 条

第 １ 号 ア 又 は イ に 該 当 す る 契 約 等 に 係 る も の に あ っ て は 亀 山 市 建

設工事等に係る指名停止措置要綱（平成１７年亀山市告示第６号）

に 基 づ く 指 名 停 止 を 、 そ れ 以 外 の 契 約 等 に 係 る も の に あ っ て は 指



名 停 止 に 準 じ た 措 置 又 は 契 約 等 の 相 手 方 と な る も の か ら 当 分 の 間

排 除 す る 措 置 （ 以 下 「 指 名 停 止 等 の 措 置 」 と い う 。 ） を 行 う も の

と す る 。  

（ 関 係 行 政 機 関 等 か ら の 情 報 提 供 に 伴 う 対 応 ）  

第 ４ 条  市 長 は 、 関 係 行 政 機 関 等 か ら 情 報 の 提 供 が あ っ た と き は 、

必 要 に 応 じ 、 入 札 参 加 資 格 者 等 又 は そ の 役 員 等 が 別 表 に 掲 げ る い

ず れ か の 場 合 に 該 当 す る か ど う か を 警 察 に 対 し 確 認 す る も の と す

る 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 確 認 の 結 果 、 入 札 参 加 資 格 者 等 又 は

そ の 役 員 等 が 別 表 に 掲 げ る い ず れ か の 場 合 に 該 当 す る こ と を 確 認

し た と き は 、 指 名 停 止 等 の 措 置 を 行 う も の と す る 。  

（ 資 材 等 の 購 入 の 制 限 等 ）  

第 ５ 条  契約等の相手方（下請負人を含む。第４項において同じ。）

は 、 資 材 等 を 購 入 す る 者 又 は 役 務 の 提 供 を 受 け る 者 が 暴 力 団 、 暴

力 団 関 係 者 等 又 は 暴 力 団 関 係 法 人 等 （ 以 下 「 暴 力 団 等 」 と い

う 。 ） で あ る と き は 、 そ の 者 か ら 資 材 等 を 購 入 し 、 及 び 役 務 の 提

供 を 受 け て は な ら な い 。  

２  市 長 は 、 必 要 に 応 じ 、 下 請 負 人 が 前 項 の 規 定 に 違 反 し て い る か

ど う か に つ い て 、 警 察 に 確 認 す る も の と す る 。  

３  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 確 認 の 結 果 、 下 請 負 人 が 第 １ 項 の 規

定 に 違 反 し て い る こ と を 確 認 し た と き 、 又 は 下 請 負 人 が 同 項 の 規

定 に 違 反 し て い る も の と し て 捜 査 機 関 等 か ら 通 報 が あ っ た と き は 、

契 約 等 の 相 手 方 に 対 し そ の 旨 を 通 知 す る も の と す る 。  

４  市 長 は 、 下 請 負 人 が 暴 力 団 等 で あ る と 知 り な が ら 第 １ 項 の 規 定

に 違 反 し て い る と 認 め た と き は 、 契 約 等 の 相 手 方 に つ い て 指 名 停

止 等 の 措 置 を 行 う も の と す る 。  

（ 不 当 介 入 に 対 す る 措 置 ）  

第 ６ 条  契 約 等 の 相 手 方 は 、 暴 力 団 等 か ら 不 当 介 入 を 受 け た と き は 、

直 ち に 市 長 に 報 告 す る と と も に 、 警 察 に 通 報 す る も の と す る 。 こ



の 場 合 に お い て 、 当 該 不 当 介 入 に よ り 被 害 を 受 け た と き は 、 警 察

に 当 該 被 害 の 届 出 を す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 報 告 を 受 け た 場 合 は 、 速 や か に 警 察

と 協 議 を 行 い 、 契 約 等 の 相 手 方 に 対 し 、 そ の 対 応 に つ い て 適 切 に

指 導 す る も の と す る 。  

３  契 約 等 の 相 手 方 は 、 不 当 介 入 に つ い て 警 察 が 行 う 捜 査 に 協 力 し

な け れ ば な ら な い 。  

４  市 長 は 、 警 察 か ら 契 約 等 の 相 手 方 が 第 １ 項 の 規 定 に よ る 通 報 又

は 被 害 の 届 出 を 怠 っ た 旨 の 通 報 が あ っ た と き は 、 契 約 等 の 相 手 方

に 対 し 、 そ の 事 実 を 確 認 す る も の と す る 。  

５  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 確 認 の 結 果 、 契 約 等 の 相 手 方 が 第 １

項 の 規 定 に よ る 通 報 又 は 被 害 の 届 出 を 怠 っ た 事 実 を 確 認 し た と き

は 、 指 名 停 止 に 準 じ た 措 置 又 は 契 約 等 の 相 手 方 と な る も の か ら 当

分 の 間 排 除 す る 措 置 を 行 う も の と す る 。  

６  市 長 は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ る 報 告 を 受 け た と き は 、 必 要 に 応 じ 、

契 約 期 間 の 延 長 等 の 措 置 を と る も の と す る 。  

（ 契 約 等 の 解 除 等 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、 契 約 等 の 相 手 方 と な っ た 者 に 対 し 指 名 停 止 等 の 措

置 を 行 っ た と き は 、 当 該 契 約 等 を 解 除 し 、 又 は 取 り 消 す こ と が で

き る 。  

（ 情 報 の 管 理 ）  

第 ８ 条  市 長 は 、 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 通 報 、 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に

よ る 情 報 提 供 並 び に 第 ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 確 認 及 び 同 条 第 ３

項 の 規 定 に よ る 通 報 に よ り 知 り 得 た 情 報 を 適 正 に 管 理 し 、 及 び 当

該 情 報 の 漏 え い の 防 止 に 努 め る も の と す る 。  

（ 警 察 と の 連 携 ）  

第 ９ 条  市 長 は 、 こ の 告 示 の 施 行 に つ い て 、 三 重 県 亀 山 警 察 と 連 携

し な け れ ば な ら な い 。  

 （ そ の 他 ）  



第 １ ０ 条  こ の 告 示 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別

に 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 告 示 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 



別 表 （ 第 ３ 条 、 第 ４ 条 関 係 ）  

１  暴 力 団 等 と 認 め ら れ る 場 合  

２  自 社 、 自 己 若 し く は 第 三 者 の 不 正 な 利 益 を 図 り 、 又 は 第

三 者 に 損 害 を 与 え る 目 的 を も っ て 、 暴 力 団 等 の 威 力 を 利 用

し た と 認 め ら れ る 場 合  

３  暴 力 団 等 に 対 し 直 接 又 は 間 接 を 問 わ ず 資 金 等 を 供 給 し 、

便 宜 を 供 与 す る 等 、 積 極 的 に 暴 力 団 又 は 暴 力 団 関 係 法 人 等

の 維 持 運 営 に 協 力 し 、 又 は 関 与 し て い る と 認 め ら れ る 場 合  

４  暴 力 団 等 と 共 に 食 事 、 遊 戯 、 旅 行 、 ス ポ ー ツ 等 を す る 等

暴 力 団 等 と 密 接 な 関 係 を 有 し て い る と 認 め ら れ る 場 合  

５  暴 力 団 等 の 開 催 す る パ ー テ ィ 等 に 参 加 し 、 暴 力 団 等 の 出

席 す る 会 合 等 に 同 席 す る 等 社 会 的 に 非 難 を 受 け る 関 係 を 有

し て い る と 認 め ら れ る 場 合  

６  暴 力 団 等 で あ る こ と を 知 り な が ら 役 務 の 提 供 を 受 け る 等

暴 力 団 等 を 利 用 し た と 認 め ら れ る 場 合  

 

 

 


